
　
ス
タ
ン
ド
バ
イ
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
制
度
と
は

　

本
制
度
は
、
中
小
企
業
の
お
客
さ
ま

（
国
内
親
会
社
）
の
海
外
支
店
ま
た
は
海

外
現
地
法
人
（
以
下
「
海
外
現
地
法
人
等
」

と
い
い
ま
す
）
が
、
海
外
現
地
で
、
現
地

流
通
通
貨
を
調
達
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う

創
設
さ
れ
た
制
度
で
す
。
具
体
的
に
は
、

公
庫
が
提
携
す
る
海
外
金
融
機
関
に
対
し

て
信
用
状
を
発
行
す
る
こ
と
で
、
海
外
現

地
法
人
等
に
よ
る
当
該
海
外
金
融
機
関
か

ら
の
円
滑
な
現
地
流
通
通
貨
の
調
達
を
支

援
す
る
と
い
う
も
の
で
す
（
図
表
１
）。

　

本
制
度
に
係
る
海
外
金
融
機
関
と
の
提

携
第
１
号
と
し
て
、
昨
年
９
月
に
タ
イ
最

大
の
商
業
銀
行
で
あ
る
バ
ン
コ
ッ
ク
銀
行

と
業
務
提
携
契
約
を
結
び
、
本
制
度
の
運

用
を
タ
イ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
同

行
は
、
日
系
企
業
部（
ジ
ャ
パ
ン
デ
ス
ク
）

に
日
本
人
ス
タ
ッ
フ
が
多
数
在
籍
す
る
な

ど
日
系
企
業
向
け
サ
ー
ビ
ス
が
充
実
し
て

お
り
、
お
客
さ
ま
の
利
便
性
が
と
て
も
高

い
銀
行
で
す
。

　
制
度
化
の
背
景

　

公
庫
は
お
客
さ
ま
の
海
外
展
開
の
た
め

の
資
金
ニ
ー
ズ
に
対
し
、
こ
れ
ま
で
「
海

外
展
開
資
金
」
に
よ
り
積
極
的
に
支
援
し

て
き
て
お
り
、
お
客
さ
ま
の
ご
利
用
実
績

も
大
幅
に
上
が
っ
て
お
り
ま
す
（
’10
年
度

215
社
、
118
億
円
↓
’11
年
度
510
社
、
395
億

円
）。「
海
外
展
開
資
金
」
で
は
、
お
客
さ

ま
の
海
外
展
開
に
向
け
た
事
前
調
査
・
手

続
き
に
必
要
な
費
用
か
ら
、
海
外
現
地
法

人
等
へ
の
出
資
金
や
貸
付
金
（
親
子
ロ
ー

ン
）、
海
外
で
の
災
害
か
ら
の
復
旧
費
用

ま
で
、
海
外
展
開
に
関
係
す
る
資
金
ニ
ー

ズ
に
幅
広
く
お
応
え
し
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
お
客
さ
ま
の
海
外
で
の
事
業
活

動
が
本
格
化
す
る
と
、
決
済
資
金
と
し
て

現
地
通
貨
の
必
要
性
が
高
ま
っ
た
り
、
経

営
の
現
地
化
に
伴
い
資
金
調
達
も
一
部
現

地
化
し
よ
う
と
す
る
機
運
が
高
ま
っ
た
り

と
、「
海
外
展
開
資
金
」
で
は
必
ず
し
も

対
応
し
き
れ
な
い
お
客
さ
ま
の
ニ
ー
ズ
が

出
て
き
た
の
も
事
実
で
す
。

　

本
制
度
は
、
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
ニ
ー
ズ

に
応
え
る
た
め
に
新
た
に
制
度
化
さ
れ
た

も
の
で
、
お
客
さ
ま
か
ら
も
高
い
関
心
が

寄
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
昨
年
８

〜
９
月
に
実
施
し
た
当
公
庫
中
小
企
業
事

業
の
「
取
引
先
海
外
現
地
法
人
の
資
金

ニ
ー
ズ
等
調
査
」
に
よ
る
と
、
今
後
（
’12

年
10
月
以
降
）
の
資
金
導
入
予
定
に
つ
い

て
「
あ
る
」
と
回
答
し
た
お
客
さ
ま
の
う

ち
、
公
庫
の
実
施
す
る
「
ス
タ
ン
ド
バ

イ
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
制
度
」
に
「
関
心
あ
る
」

と
回
答
し
た
お
客
さ
ま
は
７
割
近
く
に
達

し
て
い
ま
す
（
図
表
２
）。

海
外
レ
ポ
ー
ト

海外レポート

そ
の
２
　
ス
タ
ン
ド
バ
イ
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
制
度
編

 　

今
後
の
展
開

　

本
制
度
が
お
客
さ
ま
に
と
っ
て
さ
ら
に

利
用
し
や
す
い
も
の
に
な
る
よ
う
、
引
き
続

き
対
象
国
の
拡
大
や
、
提
携
金
融
機
関
と

の
連
携
の
強
化
を
図
っ
て
い
く
方
針
で
す
。

　

具
体
的
に
は
、
お
客
さ
ま
の
進
出
先
と

し
て
上
位
の
中
国
や
ア
セ
ア
ン
諸
国
を
中

心
に
、
お
客
さ
ま
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
つ

つ
、
海
外
金
融
機
関
と
の
提
携
を
順
次
拡

大
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

ま
た
、
今
般
取
扱
い
を
開
始
し
た
タ
イ

に
つ
い
て
は
、
日
本
・
タ
イ
両
国
内
で
き

め
細
か
く
ス
ム
ー
ズ
な
対
応
が
で
き
る
よ

う
、
提
携
し
て
い
る
バ
ン
コ
ッ
ク
銀
行
の

日
系
企
業
部(

ジ
ャ
パ
ン
デ
ス
ク)

に
当
公

庫
職
員
を
派
遣
す
る
こ
と
を
検
討
中
で
す
。

　

今
後
の
「
ス
タ
ン
ド
バ
イ
・
ク
レ
ジ
ッ
ト

制
度
」の
展
開
に
、
ぜ
ひ
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

ス
タ
ン
ド
バ
イ･

ク
レ
ジ
ッ
ト
制
度
ス
タ
ー
ト
！

　
昨
年
8
月
30
日
に
「
中
小
企
業
経
営
力
強
化
支
援
法
」
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
日
本
公
庫
中
小
企

業
事
業
に
お
い
て
、「
ス
タ
ン
ド
バ
イ
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
制
度
（
信
用
状
発
行
業
務
）」
の
取
扱
い
が
ス
タ
ー
ト

し
ま
し
た
。

　
今
号
で
は
、
こ
の
「
ス
タ
ン
ド
バ
イ
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
制
度
」
の
概
要
に
つ
い
て
、
制
度
化
の
背
景
や
本
制

度
ご
利
用
の
メ
リ
ッ
ト
と
と
も
に
、
ご
紹
介
し
ま
す
。

図表２　資金導入予定がある海外現地法人
における公庫のスタンドバイ・クレ
ジット制度への関心

（
国
際
業
務
部
）

図表１　スタンドバイ・クレジット制度

図表３　本制度ご利用のメリット

【制度概要】

日本政策
金融公庫

日本の
中小企業
（親会社）

〈日　本〉

海外の
金融機関

中小企業の
現地法人
（子会社）

〈海　外〉

融資

スタンドバイ・
クレジットの
発行

親子関係

スタンドバイ・クレジット
の発行依頼

信用状の
発行条件

信用状制度の
利用条件

海外での
お借入れ条件

●補償限度額：１法人あたり４億５千万円（①海外支店や分工場等、
国内親会社と法人格が同一の場合は、国内親会社毎に４億５千万
円、②海外において別個に法人格をもつ場合は、当該法人毎に４億
５千万円が補償限度額となります。） 

●補償条件：海外金融機関からの請求による支払い
●信用状有効期間：１年以上６年以内
●適用ルール：UCP600（国際商業会議所による信用状統一規則）に準拠

●補償料率：信用リスク・信用状有効期間等に応じて所定の利率が
適用されます。

●補償料の支払方法：信用状の発行前に一括前払い
●連帯保証人：国内親会社の経営責任者のかた
●担保：原則として根抵当権の設定が必要です。
●償還債務の金額：公庫の補償履行金額に費用等を加えた金額を円
換算した額

●融資条件（期間・返済方法・金利等）の詳細については、海外金
融機関が決定しますが、以下の内容であることが必要です。

●融資金額及び通貨：信用状の補償金額の範囲内。現地流通通貨建て
●資金使途：承認または認定を受けた計画事業を行うための設備資
金及び長期運転資金

●融資期間：１年以上５年以内

　■提携している海外金融機関（対象国／対象通貨）
　　○バンコック銀行（タイ王国／タイバーツ）
　　※なお、海外金融機関との提携は順次拡大予定です。

関心ある
140社
（68％）

関心ない
66社

（32％）

現地流通通貨の調達
海外現地法人等が、円滑に海外金融機
関から現地流通通貨を直接調達するこ
とが可能になります。国内親会社が調
達した通貨（日本円など）を両替・送
金する必要はありません。

資金調達手段の多様化
海外現地法人等の新たな資
金調達手段としてご活用い
ただけます。公庫が信用状
を発行する海外金融機関と
既に取引がある場合も、当
該金融機関からの資金調達
の拡大が期待できます。

為替リスクの回避
海外現地法人等が海外での
事業活動で得た資金（現地
流通通貨建て）を、借入返
済（現地流通通貨建て）に
そのままお使いいただけま
すので、通貨ミスマッチが
解消され、為替リスクを回
避できます（ただし、お客
さまが償還債務の履行を行
う場合を除きます）。

海外現地法人等の機能強化
海外現地法人等が海外金融機関と
金融取引を開始することで、海外
で資金や情報を直接入手する体制
作りに役立ちます。また、海外で
の経営管理体制強化のきっかけに
なります。

国内親会社の財務体質の改善
海外現地法人等が国内親会社から
資金調達（借入・出資受入）する
場合に比べ、本制度の利用によ
り、国内親会社のバランスシート
のスリム化が図られ、ROA等の経
営指標改善が期待できます。

スタンドバイ･
クレジット
制度

株式会社池田製作所
代表取締役

　公庫による新たな海外展開支援
制度がスタートしたことを、歓迎
します。政府系金融機関である日
本公庫の保証があれば安心して現
地で資金調達ができますし、プロ
パーでの調達に比べれば条件面で
も有利と伺っていますので、大い
に期待しています。
　当社も早速、公庫の支店に利用
を申し込みました。

バンコック銀行
執行副頭取（日系企業取引統括）

　このたびの日本公庫との業務提
携は、当行にとって非常に有意義
なことと考えております。これに
より、日本全国の公庫お取引先中
小企業のタイ現地法人に対し、迅
速かつ低金利での融資を提案させ
ていただくことが可能となりまし
た。当行はタイ最大の銀行とし
て、融資の他、各種金融サービス
や各種情報提供などでも、充実し
たメニューを幅広く提供しており
ます。公庫お取引先の皆さまから
のご相談をお待ちしております。

【ご利用いただけるかた】
■新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認（変更承認を含む）を受けたかた
■新事業活動促進法に基づく異分野連携新事業分野開拓計画の認定（変更認定を含む）
を受けたかた
■地域資源活用事業活動促進法に基づく地域産業資源活用事業計画の認定（変更認定を
含む）を受けたかた
■農商工等連携事業活動促進法に基づく農商工等連携事業計画の認定（変更認定を含む）
を受けたかた

※なお、本制度により資金調達を行う海外現地法人は、お客さまが経営を実質的に支配している先で、
かつ、上記の計画においてお客さまと共同で事業を行うこととされている先に限ります。

〈ご利用条件〉※詳しくは最寄りの支店窓口までお問い合わせください。

池田 光男氏

小澤 仁氏

2012年９月にタイで発足
した「日本公庫タイ懇話
会」の代表幹事に当社タ
イ現地法人が就任

15JFC 中小企業だより 2013.116 中小企業事業本部

出所：日本政策金融公庫中小企業事業「取引先海外現地法人の
資金ニーズ等調査」（2012年８～９月）


